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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関

係規則の整理に関する規則をここに公布する。 

平成27年３月31日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第５号 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係規則の整理に関する規則 

（新潟県医療関係法令の規定に基づく申請書等に関する規則の一部改正） 

第１条 新潟県医療関係法令の規定に基づく申請書等に関する規則（昭和24年新潟県規則第112号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

(1)～(6) （略） 

(7) 保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203

号)(保健師養成所、助産師養成所、看護師養成

所又は准看護師養成所に係る部分を除く。次号

及び第９号において同じ｡) 

(8)～(14) （略） 

(15) 診療放射線技師法（昭和26年法律第226

号)(診療放射線技師養成所に係る部分を除く｡

次号及び第17号において同じ｡) 

(16)～(23) （略） 

(24) 理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法

律第137号)(理学療法士養成施設又は作業療法

士養成施設に係る部分を除く。次号及び第26号

において同じ｡) 

(25)・(26) （略） 

(27) 視能訓練士法（昭和46年法律第64号)(視能

訓練士養成所に係る部分を除く。次号及び第29

号において同じ｡) 

(28)～(32) （略） 

別表（第２条関係） 

(1)～(6) （略） 

(7) 保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203

号） 

 

 

(8)～(14) （略） 

(15) 診療放射線技師法（昭和26年法律第226号）

 

 

(16)～(23) （略） 

(24) 理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法

律第137号） 

 

 

(25)・(26) （略） 

(27) 視能訓練士法（昭和46年法律第64号） 

 

 

(28)～(32) （略） 

（新潟県製菓衛生師法施行細則の一部改正） 

第２条 新潟県製菓衛生師法施行細則（昭和42年新潟県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（書類の経由） 

第２条 法、政令、省令又はこの規則により、知事

に提出する書類（製菓衛生師養成施設に係るもの

を除く｡)はすべて申請者の住所地を所管する保健

所長を経由しなければならない。ただし、住所地

が県外の者にあつては直接知事に提出しなければ

ならない。 

 

（受験手続） 

第11条 第10条第１項に規定する試験を受けようと

する者は、製菓衛生師試験受験願書（別記第６号

様式）に次に掲げる書類及び所定の手数料を添え

（書類の経由） 

第２条 法、政令、省令又はこの規則により、知事

に提出する書類はすべて申請者の住所地を所管す

る保健所長を経由しなければならない。ただし、

住所地が県外の者にあつては直接知事に提出しな

ければならない。 

 

 

（受験手続） 

第11条 第10条第１項に規定する試験を受けようと

する者は、製菓衛生師試験受験願書（別記第６号

様式）に次に掲げる書類及び所定の手数料を添え
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て知事に提出しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 知事の指定する製菓衛生師養成施設の卒業証

書の写し、卒業証明書若しくは履修証明書又は

菓子製造業従事証明書（別記第７号様式） 

 

(3)・(4) （略） 

２ （略） 

て知事に提出しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設

の卒業証書の写し、卒業証明書若しくは履修証

明書又は菓子製造業従事証明書（別記第７号様

式） 

(3)・(4) （略） 

２ （略） 

（消費生活協同組合法施行細則の一部改正） 

第３条 消費生活協同組合法施行細則（昭和49年新潟県規則第87号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下この条において「移動条等」

という｡)に対応する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下この条にお

いて「移動後条等」という｡)が存在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応する移

動後条等が存在しない場合には当該移動条等（以下この条において「削除条等」という｡)を削り、移動後条等

に対応する移動条等が存在しない場合には当該移動後条等（以下この条において「追加条等」という｡)を加え

る。 

次の表の改正後の欄中別記様式の表示に下線が引かれた別記様式を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに削除条等を除く。以下この条におい

て「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び号の表示、追加条等並び

に別記様式の表示を除く。以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当

該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分

に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（届出） 

第２条 新潟県知事の所管に属する消費生活協同組

合及び消費生活協同組合連合会（以下「組合」と

総称する｡)は、次に掲げる場合は、速やかにその

旨を文書により知事に届け出なければならない。

(1) 設立、解散、合併又は清算結了の登記を完了

したとき。 

(2) 事業を休止しようとするとき又は設立の日か

ら１年以上事業を行う見込みのないとき。 

 

 

(3) 破産手続開始の申立てをしたとき、又は破産

手続開始の決定があつたとき。 

(4) 法第33条第１項又は法第35条第２項（法第47

条第６項において準用する場合を含む｡)の規定

による請求があつたとき。 

 

(5) その他知事が必要と認める場合 

 

（総会に関する届出） 

第３条 組合は、総会又は総代会が終了したときは、

速やかにその議事録及び議案を添えてその旨を知

事に届け出なければならない。 

 

 

 

 

（届出） 

第２条 新潟県知事の所管に属する消費生活協同組

合及び消費生活協同組合連合会（以下「組合」と

総称する｡)は、次に掲げる場合は、速やかにその

旨を文書により知事に届け出なければならない。

(1) 設立、解散、合併又は移転の登記をしたとき。

 

(2) 事業を休止したとき又は設立の日から１年以

上事業を行う見込みのないとき。 

(3) 事業の一部を停止したとき。 

(4) 訴訟の当事者になつたとき。 

(5) 破産手続開始の決定があつたとき。 

 

(6) 法第33条第１項又は法第35条第２項の規定に

よる請求があつたとき。 

 

(7) 総会を開催したとき。 

 

 

（事業計画等の届出） 

第３条 組合は、毎事業年度当初にその年度に係る

事業計画及びこれに伴う収支予算を知事に届け出

なければならない。 

２ 前項の事業計画及び収支予算を変更したときは、

速やかに知事に届け出なければならない。 

 

（事業報告） 
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第４条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 （略） 

 

（共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等

の承認申請） 

第７条の２ 法第50条の４ただし書の規定による承

認の申請は、別記第５号様式の２の申請書により

しなければならない。 

 

第７条の３ （略） 

 

（資産運用の方法等の承認申請） 

第７条の４ 法第50条の14ただし書の規定による承

認の申請は、別記第５号様式の３の申請書により

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13条 （略） 

 

別記 

第１号様式（第５条関係） 

（略） 

代表理事  氏 名 □印  

消費生活協同組合員外利用許可申請書 

（略） 

 

第２号様式（第６条関係） 

（略） 

代表理事  氏 名 □印  

消費生活協同組合定款変更認可申請書 

（略） 

 

第３号様式（第７条関係） 

（略） 

代表理事  氏 名 □印  

消費生活協同組合共済事業規約設定認可申請書 

第４条 組合は、通常総会又はこれにかわるべき臨

時総会終了後、速やかに次に掲げる書類を添えて、

事業の状況を知事に報告しなければならない。 

(1) 財産目録 

(2) 貸借対照表 

(3) 損益計算書 

(4) 余剰金処分又は欠損金処理について記載した

書面 

 

第７条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第７条の２ （略） 

 

 

 

 

 

 

（書類の提出） 

第13条 地域又は職域が、都道府県の区域を越える

消費生活協同組合連合会及び消費生活協同組合が

主務大臣に提出する書類は、知事を経由しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定により提出する書類は、正副３通と

する。 

 

第14条 （略） 

 

別記 

第１号様式（第５条関係） 

（略） 

理事長  氏 名 □印  

消費生活協同組合員外利用許可申請書 

（略） 

 

第２号様式（第６条関係） 

（略） 

理事長  氏 名 □印  

消費生活協同組合定款変更認可申請書 

（略） 

 

第３号様式（第７条関係） 

（略） 

理事長  氏 名 □印  

消費生活協同組合共済事業規約設定認可申請書 
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（略） 

 

第４号様式（第７条関係） 

（略） 

代表理事  氏 名 □印  

消費生活協同組合共済事業規約変更認可申請書 

（略） 

 

第５号様式（第７条関係） 

（略） 

代表理事  氏 名 □印  

消費生活協同組合共済事業規約廃止認可申請書 

（略） 

 

第５号様式の２（第７条の２関係） 

年  月  日 

新潟県知事     様 

組合の住所 

組合の名称 

代表理事  氏 名 □印  

共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等に

関する承認申請書 

 消費生活協同組合の共済事業に係る経理の他の

経理への資金運用（共済事業に係る経理に属する

資産の担保提供）の承認を受けたいので、消費生

活協同組合法第50条の４ただし書の規定により、

関係書類を添えて申請します。 

添付書類 

１ 理由書 

２ 定款 

３ 共済事業規約 

４ 最終の決算関係書類（剰余金処分案又は損

失処理案を除く｡)及び事業報告書並びにこれ

らの附属明細書 

５ 当該資金を必要とする事業に係る事業計画

書及び収支予算 

６ 当該資金の償還計画書 

 

第５号様式の３（第７条の４関係） 

年  月  日 

新潟県知事     様 

組合の住所 

組合の名称 

代表理事  氏 名 □印  

資産運用の方法に関する承認申請書 

 消費生活協同組合の資産運用の方法の承認を受

けたいので、消費生活協同組合法第50条の14ただ

し書の規定により、関係書類を添えて申請します。

添付書類 

１ 理由書 

２ 資産運用に関する規程 

（略） 

 

第４号様式（第７条関係） 

（略） 

理事長  氏 名 □印  

消費生活協同組合共済事業規約変更認可申請書 

（略） 

 

第５号様式（第７条関係） 

（略） 

理事長  氏 名 □印  

消費生活協同組合共済事業規約廃止認可申請書 

（略） 
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３ 資産運用体制及び資産運用に係るリスクを

管理する体制並びに運用方法に関する書類 

 

第７号様式（第９条関係） 

（略） 

代表理事  氏 名 □印  

消費生活協同組合解散認可申請書 

（略） 

 

第８号様式（第10条関係） 

（略） 

(2) 吸収合併の場合 

（略） 

代表理事  氏 名 □印  

消費生活協同組合合併認可申請書 

（略） 

 

 

 

第７号様式（第９条関係） 

（略） 

理事長  氏 名 □印  

消費生活協同組合解散認可申請書 

（略） 

 

第８号様式（第10条関係） 

（略） 

(2) 吸収合併の場合 

（略） 

理事長  氏 名 □印  

消費生活協同組合合併認可申請書 

（略） 

（新潟県調理師法施行細則の一部改正） 

第４条 新潟県調理師法施行細則（昭和52年新潟県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（書類の経由） 

第２条 法、政令、省令又はこの規則により、知事

に提出する書類（調理師養成施設に係るものを除

く｡)は、所轄保健所長を経由しなければならない。

ただし、県外に居住する者にあつては、直接知事

に提出するものとする。 

（書類の経由） 

第２条 法、政令、省令又はこの規則により、知事

に提出する書類は、所轄保健所長を経由しなけれ

ばならない。ただし、県外に居住する者にあつて

は、直接知事に提出するものとする。 

 

（新潟県臨床検査技師等に関する法律施行細則の一部改正） 

第５条 新潟県臨床検査技師等に関する法律施行細則（昭和56年新潟県規則第77号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（書類の経由） 

第２条 法、政令又は省令の規定により知事に提出

する申請書、届書その他の書類（臨床検査技師養

成所に係るものを除く｡)は、正副２通（臨床検査

技師及び衛生検査技師の免許に関する申請書その

他の書類を提出する場合は、正本１通）とし、所

轄保健所長を経由しなければならない。 

（書類の経由） 

第２条 法、政令又は省令の規定により知事に提出

する申請書、届書その他の書類は、正副２通（臨

床検査技師及び衛生検査技師の免許に関する申請

書その他の書類を提出する場合は、正本１通）と

し、所轄保健所長を経由しなければならない。 

（新潟県歯科技工士法施行細則の一部改正） 

第６条 新潟県歯科技工士法施行細則（平成13年新潟県規則第89号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（書類の経由） 

第２条 法第６条第３項、政令第３条第１項、第４

条第１項、第５条第１項、第６条第１項及び第７

条第１項並びに省令第10条の規定により知事に提

出する届出書、申請書その他の書類は、所轄保健

所長を経由しなければならない。 

（書類の経由） 

第２条 法第７条第３項、政令第３条第１項、第４

条第１項、第５条第１項、第６条第１項及び第７

条第１項並びに省令第10条の規定により知事に提

出する届出書、申請書その他の書類は、所轄保健

所長を経由しなければならない。 

附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 


